
民事訴訟法（サンプル問題①） 

 

■事例問題 

 Ａ、Ｂ、Ｃ三者の間で、ある土地（以下「甲土地」という）の所有権をめぐって紛争が

ある。Ａは、Ｂ及びＣを共同被告として、甲土地の所有権がＡに帰属することの確認を求

める訴訟を提起した。第 1審裁判所がＡの請求を認容する判決を言い渡したところ、Ｂの

みが控訴した。控訴審に移審する範囲を述べなさい。 

 

■出題の形式 

 論述式問題 

 

■出題の趣旨 

 解答にあたっては、まず、設例の訴訟がいかなる共同訴訟であるかを、理由を付して示

す必要がある（通常共同訴訟であること、及びその理由を示す必要がある）。次に、通常共

同訴訟においては、上訴不可分の原則より共同訴訟人独立の原則が優先することを示すこ

とが求められる。その結果、ＡＢ間の訴訟のみ移審し、ＡＣ間の請求認容判決は確定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



民事訴訟法（サンプル問題②） 

 

■一行問題 

訴訟上の代理人のうち、①未成年者が訴訟当事者となる場合の親権者（法定代理人）と

②訴訟委任に基づく訴訟代理人について、その訴訟上の地位の異同を説明しなさい。 

 

■出題の形式 

 論述式問題 

 

■出題の趣旨 

法定代理人と訴訟委任に基づく訴訟代理人の訴訟上の地位の異同を問うものである。共

通点については、（ア）当事者の名において、当事者に代わって、訴訟行為を行い、または

裁判所・相手方からの訴訟行為を受けること（代理人の訴訟行為の効果は、「本人」に帰属

すること）を中心として、（イ）代理権の有無が職権調査事項であること（民事訴訟法 34

条、59条）、（ウ）代理権の有無・範囲については画一的であることが要請されること（同

法 36条、59条、55条）等を説明する。 

異なる点については、（ア）代理権の根拠（法律の規定に基づくか、本人の意思を根拠と

するか）、（イ）制度の目的の違い（①は自ら訴訟行為をすることができない当事者に代わ

って訴訟行為を行うものであるが、②は当事者本人が自ら訴訟行為をすることは可能であ

るが、専門家に委ねるために代理権を与えたものである）から、法定代理人はより訴訟当

事者に近い地位が与えられていることを記すことが求められている。この地位の違いによ

り、具体的な取扱いの差（例えば、訴状・判決書の必要的記載事項となっているか、証人

能力はあるか、代理人の陳述に対して「本人」が更正権を有するか等）についても言及す

る必要がある。 


